
○ 厚 生 労 働 省 告 示 第 二 百 四 十 五 号

食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 及 び 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

き 食 品 添 加 物 等 の 規 格 基 準 （ 昭 和 三 十 四 年 厚 生 省 告 示 第 三 百 七 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す、 、

る た だ し 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 経 過 し た 日 ま で に 製 造 さ れ 又 は 輸 入 さ れ る ポ リ エ チ レ ン。 、 、

ナ フ タ レ ト を 主 成 分 と す る 合 成 樹 脂 製 の 器 具 又 は 容 器 包 装 に つ い て は な お 従 前 の 例 に よ る こ と がー 、

で き る 。
平 成 二 十 八 年 六 月 八 日

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久

第 １ の Ｄ の 生 食 用 鮮 魚 介 類 の 目 生 食 用 か き の 目 及 び 冷 凍 食 品 の 目 中 「塩酸」 を 「塩酸及び二酸化、
炭素」 に 改 め る 。

第 ２ の Ｆ の 硫 酸 亜 鉛 の 目 を 次 の よ う に 改 め る 。

硫酸亜鉛

硫酸亜鉛は、酒税法（昭和28年法律第６号）第３条第３号に規定する発泡性酒類（以下単に「発泡

性酒類」という。）及び母乳代替食品以外の食品に使用してはならない。

硫酸亜鉛の使用量は、亜鉛として、発泡性酒類にあってはその１kgにつき0.0010ｇ以下でなければ

ならない。



硫酸亜鉛は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理

及び保存の方法の基準の部㈤ 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基

準の款⑹の規定による厚生労働大臣の承認を受けて調製粉乳に使用する場合を除き、母乳代替食品を

標準調乳濃度に調乳したとき、その１Ｌにつき、亜鉛として6.0mgを超える量を含有しないように使用

しなければならない。

第 ３ の Ｄ の ２ の ⑵ の の 次 に 次 の よ う に 加 え る

.31 。

14．ポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装

ポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装は、次の試験

法による試験に適合しなければならない。

ａ 溶出試験

① ゲルマニウム

浸出用液として４％酢酸を用いて作つた試験溶液について、原子吸光光度法又は誘

導結合プラズマ発光強度測定法によりゲルマニウムの試験を行うとき、これに適合し

なければならない。これに適合するとき、試験溶液中のゲルマニウム量は0.1μg／ml

以下となる。

② 蒸発残留物



蒸発残留物試験を行うとき、その量は30μg／ml以下でなければならない。


